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地域（住民）の参画にむけて

資料－３



住民参加にむけて （進め方）

情報提供・広報
（流域治水に関する認知の促進）

・広報用資料の作成
・各機関で掲示
・HP掲載
・地域への配布

○地域住民も流域関係者の一員

○全員で水災害に立ち向かう
○一人ひとりの取組、理解、協力が重要

○「流域治水」とは？

地域住民の理解を得る

説明・意見の収集
（機会を捉えて地域への説明など）

○関係者の一員として理解を深める

○地域住民も協力、取り組めるように

○地域の意見を集めて参考に

・意見交換、意見収集
（訓練や説明会など）
（公聴会や座談会）
（出前講座）
（アンケートなど）
（補助等制度の紹介）

地域の協力、取組につなげる

○地域住民も一員として取組に協力
取組のサポート、充実
（取組の充実、拡大）

地域と一体で流域治水に取り組む

【R3年度～継続】

【R4年度～継続】

取組の呼びかけ、取組
状況の共有、サポート、
PDCA

意見等は流域自治体を
通して協議会共有
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※国土交通省HP 「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」パンフレット第２弾より

毎年のように全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害が発生

氾濫危険水位を超過した河川数

近年の水災害（雨の降り方が変化、危険性が高まっています）

※国土交通省HP 「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」パンフレット第２弾より

※国土交通省HP 「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」パンフレット第２弾より 編集

気候変動の影響で降雨量は増加する可能性

流域治水 ～ 全員で取り組む水災害対策

「世界の平均気温上昇
を産業革命以前と比べ
て２℃未満に抑える」
というシナリオを対策
の目標として設定

今世紀末には、洪水発
生頻度が約２倍に増加
する見込み

※国土交通省HP 「水辺の情報案内カワナビ」 流域治水の推進 より

毎年、ひどい大雨が降り、大変な水災害が発生しています。
それは、これからもっと激しくなる可能性もあります。
では一体、これからの水災害対策はどうしていったらいいでしょうか！？

答えは、まち全体で、河川の流域全体で、みんなで水災害対策に取り組むことにあります。

流域のあらゆる関係者（行政・事業者・地域住民）が協働して水災害対策を行う：「流域治水」

（留萌川流域治水協議会 広報）

（R4年度：継続）



一人ひとりの取組・理解・協力が重要です（地域のみなさまへ）

流域治水 ～ 全員で取り組む水災害対策

※国土交通省HP 「みんなで始める防災・減災」パンフレット（住民の皆様向け） より編集

（留萌川流域治水協議会 広報）

気候変動による水災害の激甚化に立ち向かうためには、堤防やダムなどの施設はもちろんのこと、
皆さんの身近な施設・設備・土地が持つ防災機能を最大限引き出すことが必要不可欠です。

一人ひとりの取組・理解・協力が、同じ流域の方々を水災害から守ることにつながります。
地域のみなさまの参加によって、より実効性のある取り組みになっていきます。
私たちと一緒に水災害対策を進めていきましょう。

「流域治水」とは、堤防整備、ダム建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、さら
に集水域（雨水が河川に流入するエリア）から氾濫域（河川等の氾濫により浸水が想定される
エリア）にわたる流域に関わる全員で水災害対策を行う考え方です。

留萌川流域治水協議会

北海道開発局 留萌開発建設部
北海道 留萌振興局
留萌市役所

北海道森林管理局 留萌南部森林管理署
旭川地方気象台

（順不同）

https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/tisui/dfvnau0000009o0w.html

2020年8月より協議会を設置して取り組んでいます！

（R4年度：継続）



留萌開発建設部 庁舎１階

留萌川流域治水協議会HP掲載

広報ファイル
の掲示

両面A4 １枚

流域治水に関する
パンフ、動画などの
紹介（リンク）

留萌川流域治水協議会HPへリンク

【留萌市】
流域治水に関するチラシ（広報用資料）
を市ホームページへ掲載

「流域治水」に関する広報資料の作成、掲示

【旭川地方気象台】
合同庁舎ロビーなどに流域全体で水害を
軽減させるための気象情報に関する資料
を掲示。

【留萌開発建設部】
流域治水に関するチラシ（広報用資料）
作成共有、掲示、掲載

住民（住民）の参画にむけて：（情報提供：広報） 第７回留萌川流域治水協議会

（R4年度：継続）



広報用の資料掲示 （留萌振興局 庁内）留萌振興局ホームページへの掲載

A4 両面1枚
（広報資料）

住民（住民）の参画にむけて：（情報提供：広報）

（R4年度：継続）
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出前講座（要望にそって説明） ※留萌開発建設部治水課

留萌開発建設部ＨＰ
（留萌川流域治水協議会）

留萌開発建設部ＨＰ
（出前講座）

留萌開発建設部ＨＰ
（出前講座）

住民（住民）の参画にむけて：（情報提供：広報）

（R4年度：継続）

第７回留萌川流域治水協議会



地域（住民）の参画の取組について 【留萌開発建設部】

るもい川まつり（9月11日実施）において、留萌川流域治水プロジェクトの取組内容の説明を行い、聴講者からの意見収集を行った。

＜目的＞
「流域治水とは」を分かりやすく説明し、その取組内容を知って

もらい、「流域治水」や「プロジェクト」に対して地域にお住まい
の方々から質問や意見を聞き取ることによって、住民理解の促進と
プロジェクトへの意見の反映について、流域治水協議会で協議を行
うことを目的とする。

Q2．防災への意識に変化があったかQ1．取組内容で一番印象に残ったこと

N=8

アンケート調査のとりまとめ結果

＜地域にお住まいの方からの質問・意見＞
・流域治水プロジェクトの策定について、これからの防災への対応が勉強になった。
・水害リスクマップで浸水頻度について、知ることができた。
・水害軽減に向けて取組みを進めてほしいです。
・遊水地やダムでは防げない洪水があるので避難は大切。

（R4年度：新規）

変化があった

100%

氾濫をできるだけ防ぐ

・減らすための対策

（河道掘削、砂防、

農業、治山施設）

25%

被害軽減、早期復旧

・復興のための対策

（流域タイムライン）

12%

グリーンインフラの取組

（多自然川づくり、

河川環境学習）

25%

事業効果の見える化

（水害リスクマップ）

38%
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地域（住民）の参画の取組について 【留萌振興局】

留萌管内北海道地域防災マスターフォローアップ研修（12月19日書面開催）において、天塩川下流及び留萌川流域治水プロジェクトの取組内容

の説明を行い、聴講者からの意見収集を行った。

アンケート調査によるとりまとめ結果については、天塩川下流及び留萌川流域治水協議会の幹事会や協議会で共有を図る。

＜北海道地域防災マスターとは＞
国が平成18年４月に中央防災会議で決定した「災害被害を軽

減する国民運動に関する基本方針」を受け、この取組を道民運
動として展開していくために地域で防災活動のリーダーとなる
方々を「北海道地域防災マスター」（以下、「マスター」とい
う。）として育成し、地域防災活動を推進するために平成19年
度から道独自の制度として実施。

＜研修の概要＞
留萌管内在住のマスター（令和４年12月現在：33人）、留

萌管内市町村職員及び消防職員に対して、地域防災リーダーと
しての役割等に係る講義及び最新の防災に関する取組に係る講
義を通じ、その活動に必要な知識の更なる向上を図り、地域防
災力の一層の向上に資することを目的として開催。

＜実施方法＞
研修ＤＶＤを送付し、映像の視聴により開催

＜研修内容＞
１ 地域防災力の向上について
講師 留萌振興局地域創生部地域政策課防災係長

２ 災害から身を守るために役立つ気象情報
講師 旭川地方気象台予報官

３ 北海道の地震と津波
講師 旭川地方気象台地震津波防災官

４ 留萌川・天塩川下流における「流域治水プロジェクト」
について
講師 留萌開発建設部治水課流域計画官

Q2．防災への意識に変化があったかQ1．取組内容で一番印象に残ったこと

流域治水に関する取組に係るアンケート調査のとりまとめ結果

＜マスターからの質問・意見＞
・氾濫を防ぐための対策に多くの取組を実施していることや、グリーンインフラ
に取り組んでいることに感心した。

・治水の必要性が理解できた。
・現在進行形の流域治水プロジェクトについて振り返ることができた。

※令和５年（2023年）年１月31日現在

N=10

（R4年度：新規）

氾濫をできるだけ防ぐ

・減らすための対策

（河道掘削、砂防、

農業、治山施設）

50%

被害範囲を

減少させるための対策

（浸水リスク情報、

ハザード情報の活用）

10%

グリーンインフラの取組

（多自然川づくり、

河川環境学習）

30%

事業効果の見える化

（水害リスクマップ）

10%

変化があった

60%

特に変化はみられない

40%
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